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第１章 

統計資料から見る 

本市の現状 



 

2 

 人口 

 

人口 

本市の人口は、平成 7 年の 118,803 人をピークに減少に転じ、令和 2 年には 113,979

人となり、今後、人口の減少が一層進んでいくものと予想されます。 

 
資料：国勢調査 

 

117,634

118,803

117,724

116,818 116,611

115,942

113,979

110,000人

112,000人

114,000人
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120,000人
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総人口

１ 
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年齢区分別人口と高齢化率 

年齢区分別人口の推移をみると、年少人口（0～14 歳）や生産年齢人口（15～64 歳）

は減少する一方、老年人口（65 歳以上）は増加してきています。 

その結果、本市の高齢化率（総人口に占める 65 歳以上の人口の割合）は、令和 2 年に

31.0％となり、その割合は年々増加する傾向にあります。 

 
資料：国勢調査 

 

21,714 19,408 17,545 16,144 15,771 15,331 14,678

78,607 79,178 76,568 74,202 71,042 66,700 64,021

17,149 20,217 23,610 26,387 29,506 33,582 35,280

14.6%
17.0%

20.1%
22.6%

25.4%

29.0%
31.0%

-10%

0%

10%

20%

30%

0人

50,000人

100,000人

150,000人

200,000人

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

年齢区分別人口と高齢化率

14歳以下 15～64歳 65歳以上 高齢化率
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少子化の進行 

本市の出生数は減少傾向が続き、令和 2 年に生まれた子どもの数は 848 人となりまし

た。また、合計特殊出生率※は、平成１７年には 1.42 でしたが、それ以降は上昇傾向に

あり、令和２年には 1.53 となっています。 

しかし、15 歳から 49 歳の女性人口が減少していることから、出生数の増加にはつな

がっていません。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本市の 15 歳から 49

歳の女性人口は、さらに減少を続け、令和 12 年には 2 万人を下回り、1 万 8 千人あまり

になると予測されています。 

 
資料：人口動態調査 

 
資料：人口動態調査 

                                                   

合計特殊出生率：15歳から 49歳までの女性の年齢別出生率の合計で、一人の女性が一生の間に生む子どもの数の平

均を表す 

1,036
1,091

965
1,041 1,015

848

0人

500人

1,000人

1,500人

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

出生数

1.42
1.36

1.26

1.39
1.45

1.33

1.50

1.47

1.38

1.56
1.60

1.48
1.44

1.49

1.42

1.64
1.70

1.53

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

合計特殊出生率

全国 山口県 防府市
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 世帯 

 

家族形態の多様化 

本市の世帯数は、令和 2 年は 48,858 世帯となっており、年々増加しています。 

 
資料：国勢調査 

 

人口が減少している中、世帯数は増加しており、1 世帯当たりの平均人員が減り続け、

単独世帯やひとり親世帯が増加するなど家族形態が変化しています。 

 
資料：国勢調査 

41,606
43,277

44,798
46,766 47,461 48,858

0世帯

10,000世帯

20,000世帯

30,000世帯

40,000世帯

50,000世帯

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

世帯数

11,689

13,498

14,640

16,608

10,518

10,786

10,994

11,315

13,283

13,097

13,019

12,750

3,968

4,348

4,425

4,513

5,340

5,037

4,383

3,540

0世帯 10,000世帯 20,000世帯 30,000世帯 40,000世帯 50,000世帯

平成17年

平成22年

平成27年

令和2年

一般世帯の家族類型別世帯数

単独世帯 夫婦のみの世帯 夫婦と子どもからなる世帯 ひとり親と子どもからなる世帯 その他の世帯

２ 
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 雇用・就労 

 

女性の就業状況 

本市の女性の就業率は、年々増加する傾向にあります。 

年齢階級別の労働力率は、「M 字カーブ」を描いており、年々カーブは緩やかになって

いますが、現在も続いています。 

 
資料：国勢調査 

 

また、性別の従業上の地位をみると、女性では「パート・アルバイトその他」が 47.4％

となっており、女性にパート・アルバイト等の非正規雇用が多い実態がうかがえます。 

 
資料：国勢調査 

15.3

74.3 75.0

66.7
70.4 72.9

76.0 76.3
72.2

56.0

39.0

25.9

12.9
7.2

2.0

0％

20％

40％

60％

80％

100％
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20～
24歳

25～
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30～
34歳

35～
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40～
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45～
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59歳

60～
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65～
69歳

70～
74歳

75～
79歳

80～
84歳

85歳
以上

女性の5歳階級別就業率

平成2年 平成12年 平成22年 令和2年

83.9

49.3

2.9

3.0

13.2

47.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

性別・従業上の地位

正規の職員・従業員 労働者派遣事業所の派遣社員 パート・アルバイト・その他

３ 
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第２章 

市民意識調査 
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 調査の目的 

 

本調査は、「第６次防府市男女共同参画推進計画（幸せますほうふハーモニープラン21）」

の基礎資料とするため、男女共同参画に関する意識調査を実施し、今後の施策に反映させ

ることを目的としています。 

 

 

 調査の方法 

 

調査対象 防府市に住む 18歳以上の市民から無作為抽出 

調 査 数 1,500 人 

調査方法 郵送による配布・回収 

調査期間 令和 3年 9月 15日～令和 3年 9月 30日 

回 収 数 596 件 

回 収 率 39.7% 

 

１ 

２ 
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 調査結果 

 

男女の地位の平等感について 

 

問１ 次の各分野で男女の地位は平等になっていると思いますか。 

『平等である』と回答した人の割合は、「学校教育の場で」が最も高くなっています。

次いで「地域活動の中で」、「家庭生活の中で」の順となっています。 

一方で、「政治経済活動の中で」、「社会通念・慣習・しきたりなどで」、「社会全体とし

て」の項目では、6 割以上が『男性の方が優遇されている』と回答しています。 

 

11.1

19.0

10.2

22.8

4.4

1.5

9.7

8.2

55.7

51.2

30.2

47.1

28.4

12.6

44.0

36.6

14.8

13.9

30.0

12.9

40.6

58.4

27.2

38.6

3.7

2.3

8.2

0.5

6.2

2.3

4.4

5.2

1.0

0.8

1.0

0.2

0.8

0.3

1.2

8.6

7.4

14.8

10.6

13.8

18.6

9.6

6.4

5.2

5.4

5.5

5.9

5.9

6.2

5.2

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

８＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿

男性の方が非常に優遇されている
どちらかといえば男性の方が優遇されている
平等である
どちらかといえば女性の方が優遇されている
女性の方が非常に優遇されている
わからない
無回答

家庭生活の中で

就職の機会や職場
の中で

学校教育の場で

地域活動の中で

政治経済活動の中
で

法律や制度の面で

社会通念・慣習・
しきたりなどで

社会全体として

男性優遇

女性優遇

３ 
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問２ 今後、社会のあらゆる分野で男女がもっと平等になるためには、何が重要だと思

いますか。 

「男女をとりまく様々な偏見や固定的な社会通念・慣習・しきたりを改めること」が

最も高くなっています。次いで「子どもの時から家庭や学校で男女の平等について教え

ること」、「法律や制度の面での見直しを行うこと」の順となっています。 

 
 

4.2

3.7

3.4

4.5

49.2

19.5

35.4

36.7

35.2

36.9

62.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

０＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

９＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
男女をとりまく様々な偏見や固定的な社会通
念・慣習・しきたりを改めること

法律や制度の面での見直しを行い、差別につな
がるものを改めること

女性自身が経済力をつけたり、知識・技術を習
得するなど、積極的に力の向上を図ること

女性の就業、社会参加を支援する施設やサー
ビスの充実を図ること

行政や企業などの重要な役職に、一定の割合
で女性を登用する制度を採用・充実すること

男女の意識改革のための啓発運動を充実させ
ること

子どもの時から家庭や学校で男女の平等につい
て教えること

その他

無回答

すでに平等である

わからない



第２章 市民意識調査 

11 

男女別は下図のとおりで、男女とも、「男女をとりまく様々な偏見や、固定的な社会通

念・慣習・しきたりを改めること」が最も高くなっています。 

また、「女性の就業、社会参加を支援する施設やサービスの充実を図ること」では、女

性が男性を 12.6 ポイント上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.9

29.7

45.3

60.2

0％20％40％60％80％

男性

36.4

42.3

52.4

64.5

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

女性

法律や制度の面での見直しを
行い、差別につながるものを改
めること 

男女をとりまく様々な偏見や
固定的な社会通念・慣習・し
きたりを改めること 

子どもの時から家庭や学校で
男女の平等について教えること 

女性の就業、社会参加を支
援する施設やサービスの充実
を図ること 
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女性の参画について 

 

問３ 政治や行政において、政策の企画や方針決定の過程に女性の参画（例えば議会議

員・審議会等の委員・公務員の管理職等）が少ないと言われる理由は何だと思いま

すか。 

「男性優位の組織運営だから」が最も高くなっています。次いで「家族、職場、地域に

おける性別役割分担、性差別の意識があるから」、「女性の参画を積極的に進めようと意

識している人が少ないから」の順となっています。 

男女別でみると、「家族、職場、地域における性別役割分担、性差別の意識があるから」、

「家族の支援・協力が得られないから」が、女性で高くなっています。 

 
 

4.4

6.8

1.8

39.9

25.7

39.6

16.6

34.0

50.0

47.3

2.7

3.5

5.9

37.9

21.9

33.6

18.0

26.6

52.3

37.1

3.9

5.4

3.5

38.9

24.0

37.1

17.1

30.7

50.8

42.8

0％ 20％ 40％ 60％

０＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

９＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

全体

男性

女性

家族、職場、地域における性別役割
分担、性差別の意識があるから

男性優位の組織運営だから

家族の支援・協力が得られないから

女性の能力開発の機会が不十分だか
ら

女性の活動を支援する仕組みが不足
しているから

女性側の積極性が十分でないから

女性の参画を積極的に進めようと意識
している人が少ないから

その他

わからない

無回答
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問４ 女性が活躍できる仕事・職場環境にするために何が必要と思いますか。 

「育児・介護の両立について職場の支援制度が整っていること」が最も高くなってい

ます。次いで「職場の上司・同僚が、女性が働くことに理解があること」、「性別に関係な

く仕事が適正に評価されること」の順となっています。 

 
 

4.7

2.5

23.5

54.7

21.1

40.3

74.0

57.2

41.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

９＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
経営者が女性の活躍促進に積極的で
あること

職場の上司・同僚が、女性が働くことに
理解があること

育児・介護の両立について職場の支援
制度が整っていること

長時間労働がない
勤務時間が柔軟なこと

身近に相談でき、目標になる女性がい
ること

性別に関係なく仕事が適正に評価さ
れること

仕事にやりがいがあること

その他

無回答
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問５ 女性の活躍が進むためには、家族や社会等でどのような環境整備が必要と思いま

すか。 

「夫の積極的な家事・育児・介護への参加」が最も高くなっています。次いで「保育施

設等の育児サービスの充実」、「福祉施設等の介護サービスの充実」の順となっています。 

 
 

5.7

2.9

28.2

14.4

30.7

39.6

44.8

59.7

29.9

71.1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

０＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

９＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿夫の積極的な家事・育児・介護への参加

夫以外の家族・地域による家事・育児・介護
への参加

保育施設等の育児サービスの充実

福祉施設等の介護サービスの充実

利用しやすい家事サービスがあること

スキルアップに向けた研修や職業相談等の再
就職しやすい環境が整っていること

起業を希望する際に、資金調達やノウハウを
取得しやすい環境が整っていること

総合的な相談窓口が整備、充実していること

その他

無回答
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男女の生き方について 

 

問６ 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について、どのよう

に思いますか。 

「賛成」と「どちらかといえば賛成」を合わせた『賛成派』は 27.9％、「どちらかとい

えば反対」と「反対」を合わせた『反対派』は 53.5％となり、反対が賛成を 25.6 ポイン

ト上回っています。 

なお、市の男女の年代別において、全ての年代で「反対」が「賛成」を上回っているも

のの、年代を追うごとに「賛成」の割合が高くなる傾向がみられます。 

 
 

2.9

15.8

25.0

28.5

23.5

4.4

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿

無回答

賛成

どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対

反対

わからない

賛成派

反対派
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問６で「賛成」または「どちらかと言えば賛成」と回答した人を対象とした設問 

問６-１ なぜそのように思いましたか。 

「家事・育児・介護と両立しながら、女性が働き続けることは大変だと思うから」が最

も高くなっています。次いで「女性が家庭を守った方が、子どもの成長などにとって良

いと思うから」、「男性が外で働いた方が、多くの収入を得られると思うから」の順とな

っています。 

 

0.6

8.4

60.2

45.2

20.5

38.0

13.9

22.9

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

家族を養うのは男性の役割で、子育てや家族の世
話は女性の役割だと思うから

自分の両親も同じような役割をしていたから

男性が外で働いた方が、多くの収入を得られると思
うから

男女の役割を分ける方が、家庭生活がうまくいくと
思うから

女性が家庭を守った方が、子どもの成長などにとって
良いと思うから

家事・育児・介護と両立しながら、女性が働き続け
ることは大変だと思うから

その他

無回答
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問６で「反対」または「どちらかと言えば反対」と回答した人を対象とした設問 

問６-２ なぜそのように思いましたか。 

「固定的な男性と女性の役割分担の意識を押しつけるべきではないから」が最も高く

なっています。次いで「男女平等に反すると思うから」、「男性も女性も働いた方が、多

くの収入を得られると思うから」の順となっています。 

 

0.3

5.3

25.7

74.6

27.0

37.6

17.2

47.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿
男女平等に反すると思うから

自分の両親も外で働いていたから

男性も女性も働いた方が、多くの収入を得られると
思うから

女性が働いて能力を発揮した方が、個人や社会に
とって良いと思うから

固定的な男性と女性の役割分担の意識を押しつ
けるべきではないから

家事・育児・介護と両立しながら、女性が働き続け
ることは可能だと思うから

その他

無回答
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問７ 一般的に女性が仕事をもつことについて、どう思いますか。 

「子どもができても、ずっと仕事を続ける方がよい」が最も高くなっています。次い

で「子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び仕事をもつ方がよい」の順とな

っています。 

男女とも、女性の継続就業を肯定的にとらえる回答が増加しています。 

 
 

9.2

6.2

14.2

26.0

39.3

3.8

1.2

0.0

9.0

5.5

7.8

23.4

43.8

5.1

4.3

1.2

9.2

5.9

11.4

24.8

41.3

4.4

2.5

0.5

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

全体

男性

女性

女性は仕事をもたない方がよい

結婚するまでは、仕事をもつ方がよい

子どもができるまでは、仕事をもつ方がよい

子どもができても、ずっと仕事を続ける方がよ
い

子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再
び仕事をもつ方がよい

その他

わからない

無回答
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問８ 女性が仕事を続ける上で問題となることは、どのようなことだと思いますか。 

「保育所、学童保育などの育児に対する社会的な支援サービスが不十分なこと」が最

も高くなっています。次いで「家族の協力や理解が得られないこと」、「育児・介護休業、

子の看護休暇が取得しにくいこと」の順となっています。 

男女別にみると「家族の協力や理解が得られないこと」、「育児・介護休業、子の看護

休暇が取得しにくいこと」については、女性で高くなっています。 

 
 

3.8

2.4

0.6

3.6

39.6

32.2

21.6

16.0

23.1

35.2

53.8

32.8

50.9

59.5

2.3

2.7

2.0

3.9

31.6

26.2

16.4

13.3

23.0

35.5

44.1

33.6

55.1

43.0

3.4

2.5

1.2

3.7

36.2

29.5

19.3

14.8

23.0

35.4

49.5

33.1

52.5

52.3

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

０＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

９＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

全体

男

女

家族の協力や理解が得られないこと

育児・介護休業、子の看護休暇が取得しにく
いこと

育児・介護休業から復帰した際、職場の受入
態勢や支援が不十分なこと

夫の転勤等の事情

賃金・昇進・昇格に男女差があること

その他

わからない

無回答

問題になるものはない

就業時間が長い（長時間労働や残業があ
る）こと

家庭や子どもを優先する女性自身の考え方

女性自身に仕事を続けていく自覚が不足して
いること

保育所、学童保育などの育児に対する社会的
な支援サービスが不十分なこと

介護に関する社会的な支援サービスが不十分
なこと
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男女の生き方について 

 

問９、１０ あなたの家庭では、次の項目について実際にどのように分担していますか。

また、どのように分担するのが理想だと思いますか。 

『夫と妻が同程度』分担することを理想としていますが、現実では「妻が中心」に家

事・育児を行っていることがうかがえます。 

 

1.7

5.0

2.7

3.8

1.2

3.8

5.4

5.7

0.5

1.7

39.4

67.0

3.7

10.5

49.7

16.3

67.4

23.7

51.3

23.2

63.1

20.3

41.8

9.3

46.5

26.6

43.5

19.1

36.9

75.6

17.6

69.6

35.9

70.6

20.1

70.8

45.0

85.2

1.5

2.9

41.6

68.2

0.7

1.0

0.8

0.7

0.3

0.2

0.3

1.0

0.7

1.0

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

11.1

2.2

11.2

2.2

11.1

2.2

11.1

2.2

11.7

2.9

12.2

3.3

11.1

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理想

現実

理想

現実

理想

現実

理想

現実

理想

現実

理想

現実

理想

現実

7
6

5
4

3
2

1

夫が中心 夫と妻が同程度 妻が中心 夫・妻以外の家族 家族以外 該当しない 無回答

洗濯

食後の後片付け、
食器洗い

掃除

日常の買物

食事のしたく

生活費を得る

日常の家計管理
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14.3

29.7

1.2

1.9

4.2

4.5

2.7

2.4

2.0

0.7

0.3

20.8

34.4

66.3

28.2

70.5

21.1

65.6

8.9

65.1

12.2

73.8

28.2

59.7

14.4

57.2

20.1

4.5

31.6

8.2

32.3

11.9

43.3

12.9

43.3

7.7

35.6

23.0

45.9

9.7

41.6

0.8

1.2

0.8

1.2

0.3

0.5

1.5

1.2

0.5

0.7

0.3

0.5

0.8

1.4

1.5

1.0

5.0

1.0

1.3

1.3

0.2

1.0

0.8

0.2

36.1

34.0

32.5

27.8

31.8

12.6

8.4

14.3

6.5

16.6

8.9

16.4

8.1

14.9

6.9

15.8

7.4

11.2

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理想

現実

理想

現実

理想

現実

理想

現実

理想

現実

理想

現実

理想

現実

1
4

1
3

1
2

1
1

1
0

9
8

夫が中心 夫と妻が同程度 妻が中心 夫・妻以外の家族 家族以外 該当しない 無回答

地域活動（町内
会・自治会等）

幼稚園・保育園・
塾等への送迎

家族や親族の介
護・看護

PTA活動

子どものしつけや
教育

育児（乳幼児の
世話）

ごみ出し
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問１１ 生活の中での「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活」をどのように位置づ

けるのが理想だと思いますか。また、現実はどうですか。 

【理想】では『「仕事」と「家庭生活」、「地域・個人の生活」のいずれも大切にする』

の割合が高くなっていますが、【現実】では『「仕事」を優先』している状況がうかがえま

す。 

 
 

2.5

23.8

5.7

2.3

1.8

14.6

1.7

13.1

34.4

2.0

25.0

36.9

4.2

2.7

20.8

1.7

5.2

1.5

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

９＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

理想 現実

「仕事」を優先

「家庭生活」を優先

「地域・個人の生活」を優先

「仕事」と「家庭生活」を同じように両
立させる

「仕事」と「地域・個人の生活」を同じ
ように両立させる

「家庭生活」と「地域・個人の生活」を
同じように両立させる

「仕事」と「家庭生活」、「地域・個人
の生活」のいずれも大切にする

わからない

無回答
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問１２ 現在、仕事と家庭生活、地域・個人の生活のバランス（ワーク・ライフ・バラ

ンス）がとれていると感じていますか。 

「どちらかといえば、バランスがとれている」が最も高くなっています。次いで「どち

らかといえば、バランスがとれていない」が続いています。 

 
 

2.9

8.6

11.9

24.3

43.6

8.7

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

無回答

バランスがとれている

どちらかといえば

バランスがとれている

どちらかといえば

バランスがとれていない

バランスがとれていない

わからない



 

24 

問１３ 育児や家族の介護を行うために、法律に基づき育児休業・介護休業・子の看護

休暇を取得できる制度があります。男性が、この制度を活用することについて、ど

う思いますか。 

「積極的に取得することは賛成だが、現実的には取りづらい」が 63.4％で最も高くな

っています。次いで「積極的に取得するべきである」が 27.5％で続いています。 

 
 

2.2

4.5

1.7

0.7

63.4

27.5

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

無回答

積極的に取得するべきである

積極的に取得することは賛成だが

現実的には取りづらい

育児・介護は女性がするべきであり

男性が取る必要はない

その他

わからない
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問１３で「取ることは賛成だが、現実的には取りづらい」と回答した人を対象とした設問 

問１３-１ 育児や家族の介護を行うために、法律に基づき育児休業・介護休業・子の看

護休暇を取得できる制度があります。男性が、この休暇を取得する事には賛成だが、

現実的には取りづらい理由は何だと思いますか。 

「取ると仕事上、周囲の人に迷惑がかかるから」が最も高くなっています。次いで「男

性が取ることについて社会全体の認識が十分にないから」、「職場に取りやすい雰囲気が

ないから」の順となっています。 

 
 

4.8

0.5

2.6

44.4

14.8

21.4

10.6

60.1

41.5

22.8

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

０＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

９＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿周囲に取った男性がいないから

職場に取りやすい雰囲気がないから

取ると仕事上、周囲の人に迷惑がかかる
から

取ると人事評価や昇給などに悪い影響が
あるから

取ると経済的に困るから

復帰した際、職場の受入態勢に不安があ
るから

男性が取ることについて社会全体の認識
が十分にないから

その他

わからない

無回答
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問１４ 男性が女性とともに家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加していくた

めには、どのようなことが必要だと思いますか。 

「夫婦や家族間でのコミュニケーションをよく図ること」が最も高くなっています。

次いで「男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと」、「労

働時間短縮や休暇制度を普及することで、仕事以外の時間をより多く持てるようにする

こと」の順となっています。 

男女別にみると「男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくす

こと」、「周囲の人が、夫婦の役割分担等についての当事者の考え方を尊重すること」に

ついては、女性で高くなっています。 

 

1.2

2.1

2.4

2.7

18.0

19.8

17.2

25.7

43.5

38.2

35.5

64.8

17.2

59.8

2.0

3.1

2.0

4.7

13.3

13.3

9.8

19.1

45.3

37.5

25.4

60.5

13.3

47.3

1.7

2.5

2.2

3.5

15.9

16.9

13.9

23.0

44.1

37.8

31.0

62.9

15.4

54.2

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

０＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

９＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

全体

男性

女性

男性が家事などに参加することに対する男性自
身の抵抗感をなくすこと

周囲の人が、夫婦の役割分担等についての当事
者の考え方を尊重すること

社会の中で、男性による家事、子育て、介護、
地域活動についても、その評価を高めること

労働時間短縮や休暇制度を普及することで、仕
事以外の時間をより多く持てるようにすること

男性が子育てや介護、地域活動を行うための、
仲間（ネットワーク）作りを進めること

その他

わからない

無回答

特に必要なことはない

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題につい
て、男性の相談しやすい窓口を設けること

国や地方自治体などの研修等により、男性の家
事や子育て、介護等の技能を高めること

男性が家事、子育て、介護、地域活動に関心を
高めるよう啓発や情報提供を行うこと

男性が家事などに参加することに対する女性の抵
抗感をなくすこと

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよく図ること
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配偶者等からの暴力について 

 

問１５ 次のようなことが、夫婦（事実婚を含む）の間で行われた場合、それを暴力だ

と思いますか。 

すべての項目において『どんな場合でも暴力にあたると思う」の割合が最も高く、特

に「身体を傷つける可能性のある物でなぐる」、「刃物などを突きつけて、おどす」が高

くなっています。 

 

 

74.5

68.1

76.7

62.4

56.4

75.5

84.4

92.3

71.8

92.8

85.7

79.4

14.8

23.0

13.8

23.2

30.5

13.6

8.1

1.5

20.0

0.8

7.9

13.6

4.4

2.3

3.2

7.7

7.0

4.5

1.3

0.2

1.8

0.2

0.5

0.7

6.4

6.5

6.4

6.7

6.0

6.4

6.2

6.0

6.4

6.2

5.9

6.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

０＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

９＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

どんな場合でも暴力にあたると思う 暴力にあたる場合もそうでない場合もあると思う

暴力にあたると思わない 無回答

平手でうつ

足でける

身体を傷つける可能性のある物で
なぐる

なぐるふりをして、おどす

刃物などを突きつけて、おどす

嫌がっているのに性的な行為を強
要する

見たくもないのに、ポルノビデオやポ
ルノ雑誌を見せる

何を言っても長時間無視し続ける

交友関係や（携帯）電話・メー
ルを細かく監視する

「誰のおかげで生活できるんだ」とか
「甲斐性なし」と言う

大声でどなる

生活費を渡さない



 

28 

問１６ あなたは配偶者（夫、妻）や交際相手から次のようなことをされたことがあり

ますか。 

『何度もある』、『1、2 度ある』をあわせた割合は、「なぐったり、けったり、物を投げ

つけたり、突き飛ばしたりするなど身体に対する暴力を受けた」が 14.6％、「人格を否定

するような暴言や、交友関係を細かく監視する等の精神的な嫌がらせを受けた。あるい

は、あなたもしくはあなたの家族に危害が加えられるのではないかと、恐怖を感じるよ

うな脅迫を受けた」が 11.4％、「嫌がっているのに性的な行為を強要された」が 9％とな

っています。 

 
 

3.6

2.0

3.6

2.7

3.2

2.1

2.3

2.2

9.8

3.5

7.0

8.6

7.8

8.2

14.2

10.2

12.4

80.5

90.2

84.6

82.0

83.2

82.4

78.1

81.3

79.4

6.2

6.3

6.4

5.9

6.3

6.2

5.6

6.3

6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

全体

女性

男性

全体

女性

男性

全体

3
2

1

何度もある １、２度ある まったくない 無回答

人格を否定するような暴言
や、交友関係を細かく監視す
る等の精神的な嫌がらせを受
けた、あるいは、あなたもしくは
あなたの家族に危害が加えら
れるのではないかと、恐怖を感
じるような脅迫を受けた

嫌がっているのに性的な行為
を強要された

なぐったり、けったり、物を投げ
つけたり、突き飛ばしたりするな
ど身体に対する暴力を受けた



第２章 市民意識調査 

29 

問１６で「何度もある」または「1、2 度ある」と回答した人を対象とした設問 

問１６-１ あなたが受けたそのような行為によって、命の危険を感じたことがありま

すか。 

「ない」が 81.0％、「ある」が 13.9％となっています。 

 
 

ある

13.9％

ない

81.0％

無回答

5.1％
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問１６で「何度もある」または「1、2 度ある」と回答した人を対象とした設問 

問１６-２ そのような行為を受けたことを誰かに打ち明けたり、相談したことはあり

ますか。 

「どこ（誰）にも相談しなかった」が最も高くなっています。次いで「友人・知人に相

談した」、「家族や親戚に相談した」の順となっています。 

 
 

4.4

58.4

1.5

2.2

0.7

0.7

3.6

1.5

16.1

23.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

０＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

９＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿友人・知人に相談した

家族や親戚に相談した

警察に連絡・相談した

公的な相談窓口や電話相談に相談した

民間の機関（弁護士・民間シェルターなど）
に相談した

学校関係者（教員・養護教諭・スクールカウ
ンセラー）に相談した

医療関係者（医師、看護師など）に相談し
た

その他

どこ（誰）にも相談しなかった

無回答
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問１６-２で「どこ（誰）にも相談しなかった」と回答した人を対象とした設問 

問１６-３ どこ（誰）にも相談しなかったのはなぜですか。 

「相談するほどのことではないと思ったから」が最も高くなっています。次いで「自

分にも悪いところがあると思ったから」、「相談してもむだだと思ったから」の順となっ

ています。 

 
 

0.0

6.3

13.8

57.5

32.5

6.3

3.8

12.5

7.5

23.8

1.3

2.5

25.0

13.8

3.8

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

０＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

９＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿
どこ（誰）に相談してよいのかわからなかったから

相談したことがわかると、仕返しを受けたり、もっと
ひどい暴力を受けると思ったから

相談相手の言動により不快な思いをすると思った
から

自分さえ我慢すれば、なんとかこのままやっていけ
ると思ったから

他人に知られると、これまで通りの付き合いができ
なくなるから

自分にも悪いところがあると思ったから

その他

無回答

相談するほどのことではないと思ったから

そのことについて思いだしたくなかったから

他人を巻き込みたくなかったから

世間体が悪いから

恥ずかしくて誰にも言えなかったから

相談してもむだだと思ったから

自分が受けている行為がDVとは認識していな
かったから
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問１６で「何度もある」または「1、2 度ある」と回答した人を対象とした設問 

問１６-４ そのような行為を受けたとき、どうしましたか。 

「別れたい（別れよう）と思わなかった」が 35.0％で最も高く、次いで「別れたい（別

れよう）と思ったが、別れなかった」が 32.8％、「相手と別れた」が 20.4％となっていま

す。 

 
 

相手と別れた

20.4％

別れたい（別れよう）と

思ったが、別れなかった

32.8％

別れたい（別れよう）と

思わなかった

35.0％

無回答

11.7％
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問１６-４で「別れたい（別れよう）と思ったが、別れなかった」と回答した人を対象とした設問 

問１６-５ 相手と別れなかった最も大きな理由は何ですか。 

「子どもがいるから・子どものことを考えたから」が最も高くなっています。次いで

「世間体を気にしたから」、「経済的な不安があったから」の順となっています。 

 
 

26.7

2.2

40.0

4.4

2.2

0.0

2.2

4.4

8.9

6.7

2.2

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

０＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

９＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿相手の反応が怖かったから

経済的な不安があったから

世間体を気にしたから

相手には自分が必要だと思ったから

これ以上は繰り返されないと思ったから

周囲の人から、別れることに反対されたか
ら

相手が別れることに同意しなかったから

相手が変わってくれるかもしれないと思った
から

無回答

子どもがいるから・子どものことを考えたから

その他
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問１７ 配偶者等からの暴力について、相談できる窓口があることを知っていますか。 

「警察」が最も高くなっています。次いで「市役所（社会福祉課）」、「山口県男女共同

参画相談センター」の順となっています。 

 
 

12.2

19.3

0.5

20.1

5.5

9.4

60.2

21.3

27.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

９＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿市役所（社会福祉課）

山口県男女共同参画相談センター

警察

法務局・地方法務局・人権擁護委員

裁判所

民間の専門家や専門機関（弁護士会・カ
ウンセリング機関）

その他

相談できる窓口として知っているところはな
い

無回答
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子どもがいる人を対象とした設問 

問１８ あなたの子どもは１８歳になるまでの間に、配偶者から次のようなことをされ

たことがありますか。 

「まったくない」が最も高くなっています。次いで「わからない」、「身体的虐待」の順

となっています。 

 
 

15.3

75.4

4.2

2.6

0.2

0.2

3.1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

７＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿

無回答

身体的虐待

性的虐待

ネグレクト

心理的虐待

わからない

まったくない
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交際相手からの暴力について 

 

問１９ 最近、高校生や大学生等を含む若い世代で、交際相手からの暴力（デートＤＶ）

が問題になっていますが、次のようなことが交際中の男女間において行われた場

合、それをデートＤＶだと思いますか。 

「なぐる、ける、髪の毛を引っ張る」が最も高くなっています。次いで「嫌がっている

のに、性的な行為を強要する」、「別れ話をしても、相手がしつこくつきまとったり、不

愉快な内容のメールや電話をしてくる」の順となっています。 

 

19.6

6.5

0.3

67.3

58.7

71.6

72.7

55.0

55.4

40.8

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

０＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

９＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

相手がどこで何をしているか気になり、
１日に何度もメールや携帯電話で確
かめる

相手のメールや通信履歴を勝手に見
たり、メールアドレスを勝手に消す

友人と会うことや外出などの行動を制
限する

なぐる、ける、髪の毛を引っ張る

嫌がっているのに、性的な行為を強要
する

デートの費用を無理やり払わせる、お
金をせびる

別れ話をしても、相手がしつこくつきま
とったり、不愉快な内容のメールや電話
をしてくる

いずれもデートDVだと思わない

わからない

無回答
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男女共同参画に関する用語について 

 

問２０ 次の用語を知っていますか。 

「聞いたことがあり内容まで知っている」では『配偶者等からの暴力（DV）』が最も

高くなっています。次いで『男女雇用機会均等法』、『育児・介護休業法』の順となってい

ます。 

 
 

4.2

34.1

26.2

30.0

6.7

56.5

36.7

40.1

6.9

8.2

10.7

47.1

29.4

29.4

36.4

34.7

38.6

27.5

35.4

48.7

42.4

42.4

40.1

38.6

39.4

48.7

60.1

23.0

32.2

24.8

58.7

2.5

8.2

10.9

44.0

44.8

43.8

8.4

16.9

6.4

6.5

6.9

6.5

7.0

5.5

6.4

6.5

6.7

6.9

6.9

5.0

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

０＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

９＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

聞いたことがあり内容まで知っている 聞いたことがあるが内容までは知らない

知らない 無回答

男女共同参画社会

男女雇用機会均等法

女性差別撤廃条約

女性活躍推進法

政治分野における男女共同
参画推進法

育児・介護休業法

ストーカー行為等の規制等に
関する法律

配偶者等からの暴力（DV）

ポジティブ・アクション
（職場での男女格差の改善
への自主的な取組）

ジェンダー平等

ワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）

性的マイノリティ
（LGBT）

防府市男女共同参画推進
計画
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行政への要望について 

 

問２１ 性別にかかわりなく、一人ひとりが個性と能力を十分に発揮することができる

「男女共同参画社会」を実現するために、今後、市はどのようなことに力を入れて

いくべきだと思いますか。 

「安心して働けるよう、保育のための施設やサービスを充実させること」が最も高く

なっています。次いで「学校教育の場で、男女平等や相互理解のための学習を充実する

こと」、「職場における男女の均等な取り扱いについて企業に働きかけること」の順とな

っています。 

 

5.9

3.0

32.2

26.2

52.9

69.8

29.7

23.0

34.1

28.7

53.7

39.6

55.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

０＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

９＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
学校教育の場で、男女平等や相互理解のため
の学習を充実すること

その他

無回答

女性の進出の少ない分野（科学技術、防災・災害
復興、地域おこし、まちづくり、観光、環境等）への
進出を促すための取り組みを行うこと

男女平等、相互理解・協力についての普及・啓
発を進めること

職場における男女の均等な取り扱いについて企
業に働きかけること

政策・方針決定過程へ女性を積極的に登用す
ること

女性の就労の機会が増えるよう、情報の提供や
職業訓練の機会を提供すること

女性の学習の場を充実し、女性のリーダーを養
成すること

安心して働けるよう、保育所、学童保育サービス
を充実させること

高齢者や障害者のための施設や介護サービスを
充実させること

男女の生き方に関する情報提供や交流、相談、
教育などの場を整備すること

配偶者等からの暴力の根絶・防止に向けた取り
組みを強化すること
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第３章 

法令等 
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 男女共同参画社会基本法 

 

平成１１年６月２３日 法律第７８号 

最終改正：平成１１年１２月２２日 法律第１６０号 

 

前文 

第１章 総則（第１条―第１２条） 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第１３条―第２０条） 

第３章 男女共同参画会議（第２１条―第２８条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現

に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、

なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に

対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわ

りなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な

課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が国社会を決定する

最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将

来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的か

つ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊か

で活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基

本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参

画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治

１ 
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的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき

社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲

内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が

性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保さ

れることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による

固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響

を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることに

かんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影

響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方

公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機

会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下

に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役

割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨と

して、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有している

ことにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以

下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極

的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国

の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、

及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第１０条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念

にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 
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第１１条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制

上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第１２条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようと

する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国

会に提出しなければならない。 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第１３条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画

基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成

し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参

画基本計画を公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第１４条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女

共同参画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町

村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画

（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 
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第１５条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施

策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければなら

ない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第１６条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深

めるよう適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第１７条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同

参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措

置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって

人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければなら

ない。 

（調査研究） 

第１８条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関す

る調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究

を推進するように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第１９条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は

国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑

な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第２０条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び

民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提

供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第２１条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第１３条第３項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画

社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議するこ

と。 

三 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大

臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及

び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めると
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きは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第２３条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織する。 

（議長） 

第２４条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第２５条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任

命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の１０分の５未満であってはなら

ない。 

３ 第１項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の

総数の１０分の４未満であってはならない。 

４ 第１項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第２６条 前条第１項第二号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第２７条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機

関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他

必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定す

る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第２８条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し

必要な事項は、政令で定める。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第３条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」と

いう。）第１条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第２１条第１項の規定により
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置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第４条第１項の規定により任命された男女共同

参画審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第２３条第１項の規定により、審

議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみ

なされる者の任期は、同条第２項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第４

条第２項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同

一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第５条第１項の規定により定められた男女共同

参画審議会の会長である者又は同条第３項の規定により指名された委員である者は、それ

ぞれ、この法律の施行の日に、第２４条第１項の規定により審議会の会長として定められ、

又は同条第３項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものと

みなす。 

附 則（平成１１年７月１６日法律第１０２号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行の日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 附則第１０条第１項及び第５項、第１４条第３項、第２３条、第２８条並びに第３０

条の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第２８条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、

委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その

他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第３０条 第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経

過措置は、別に法律で定める。 

附 則（平成１１年１２月２２日法律第１６０号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成１３年１月６日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第９９５条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正す

る法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第１３０５条、第１３０６条、第１３２４

条第２項、第１３２６条第２項及び第１３４４条の規定 公布の日 
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 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

 

平成２７年９月４日 法律第６４号 

最終改正：令和４年６月１７日 法律第６８号 

 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 基本方針等（第５条・第６条） 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針（第７条） 

第２節 一般事業主行動計画等（第８条―第１８条） 

第３節 特定事業主行動計画（第１９条） 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表（第２０条・第２１条） 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第２２条―第２９条） 

第５章 雑則（第３０条―第３３条） 

第６章 罰則（第３４条―第３９条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性が

その個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活

における活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平

成１１年法律第７８号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進につ

いて、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにすると

ともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進する

ための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重

点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需

要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現すること

を目的とする。 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差

の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採

用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な

提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における

慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十

分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、

２ 



第３章 法令等 

 

47 

介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家

庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別

を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動に

ついて家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必

要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能と

なることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立

に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進について

の基本原則（次条及び第５条第１項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職

業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければなら

ない。 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に

対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との

両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を

自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

 

第２章 基本方針等 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を

総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針

（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的

な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事

項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を

公表しなければならない。 
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５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活

における活躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計

画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府

県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう

努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針 

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即し

て、次条第１項に規定する一般事業主行動計画及び第１９条第１項に規定する特定事業主

行動計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事

業主行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針と

なるべきものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第２節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇

用する労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主

行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関す

る計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に

届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実



第３章 法令等 

 

49 

施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとすると

きは、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、

男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働

者の割合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、

女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、そ

の結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第２号の目標

については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮

小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を

用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければ

ならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、

一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、事業主行動計画策

定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生

労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しよ

うとする場合について、第４項から第６項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般

事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定による届出をした一般事業主からの

申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであるこ

とその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第１０条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品、役

務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他

の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第１４条第１項において「商品等」という。）に厚

生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい

表示を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第１１条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第９

条の認定を取り消すことができる。 
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一 第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第９条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第１２条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めると

ころにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関

し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行

動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律（昭和４７年法律第１１３号）第１３条の２に規定する業務を担当

する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成３年法律第７６号）第２９条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであること

その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第１３条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）について

は、第８条第１項及び第７項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも１回、女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第１４条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができ

る。 

２ 第１０条第２項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第１５条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、

第１２条の認定を取り消すことができる。 

一 第１１条の規定により第９条の認定を取り消すとき。 

二 第１２条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

三 第１３条第２項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第１２条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第１６条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用

する労働者の数が３００人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当

該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関

し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該

募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第３６条第１

項及び第３項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会
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その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定

めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省

令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及

び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を

適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認め

るときは、同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省

令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する

事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第３７条第２項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法

第５条の３第１項及び第４項、第５条の４第 1 項及び第 2 項、第 5 条の 5、第３９条、第

４１条第２項、第４２条、第４８条の３第１項、第４８条の４、第５０条第１項及び第２

項並びに第５１条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者につい

て、同法第４０条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対す

る報酬の供与について、同法第５０条第３項及び第４項の規定はこの項において準用する

同条第２項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、

同法第３７条第２項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律第１６条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従

事しようとする者」と、同法第４１条第２項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、

又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第３６条第２項及び第４２条の 2 の規定の適用については、同法第３６条第

２項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする

者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第４２条の 2 中「第３９条に規定す

る募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７

年法律第６４号）第１６条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、

「同項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項の相談及び援助の実施状況につい

て報告を求めることができる。 

第１７条 公共職業安定所は、前条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する

承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、

これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的

かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第１８条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規定により一般事業主行動計画を策定しよ

うとする一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主

行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円
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滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第３節 特定事業主行動計画 

第１９条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以

下「特定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即

して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実

施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で

定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、

勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事

業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における

活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これ

を定めなければならない。この場合において、前項第２号の目標については、採用する職

員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的

地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければなら

ない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職

員に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を

公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動

計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第２０条 第８条第１項に規定する一般事業主（常時雇用する労働者の数が３００人を超え

るものに限る。）は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関す

る次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

に関する実績 
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二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する

実績 

２ 第８条第１項に規定する一般事業主（前項に規定する一般事業主を除く。）は、厚生労働

省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資する

よう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少

なくともいずれか一方を定期的に公表しなければならない。 

３ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活

を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生

活における活躍に関する第１項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公

表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第２１条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活

躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関す

る実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実

績 

 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第２２条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業

訓練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、

職業生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、

関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものと

する。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施する

ことができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当

な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第２３条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援す

るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第２４条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振

興開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものを

いう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、
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特例認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認

定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必

要な施策を実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第２５条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関

心と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第２６条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外に

おける女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提

供を行うものとする。 

（協議会） 

第２７条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事

務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）

は、第２２条第１項の規定により国が講ずる措置及び同条第２項の規定により地方公共団

体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活

用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が

効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協

議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第２２条第３項の規

定による事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として

加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構

成員として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）

が相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有

し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、そ

の旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第２８条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由な

く、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 
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第２９条 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会

が定める。 

 

第５章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第３０条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第８条第１

項に規定する一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第７

項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすること

ができる。 

（公表） 

第３１条 厚生労働大臣は、第２０条第１項若しくは第２項の規定による公表をせず、若し

くは虚偽の公表をした第８条第１項に規定する一般事業主又は第２０条第３項に規定する

情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である第８条第

７項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告

を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第３２条 第８条、第９条、第１１条、第１２条、第１５条、第１６条、第３０条及び前条に

規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府

県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第３３条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定め

る。 

 

第６章 罰則 

第３４条 第１６条第５項において準用する職業安定法第４１条第２項の規定による業務の

停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、１年以下の懲役又は１００万円以

下の罰金に処する。 

第３５条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に

処する。 

一 第２２条第４項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二 第２８条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第３６条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は３０万円以下の罰金に

処する。 

一 第１６条第４項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第１６条第５項において準用する職業安定法第３７条第２項の規定による指示に従わ

なかった者 

三 第１６条第５項において準用する職業安定法第３９条又は第４０条の規定に違反した

者 
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第３７条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

一 第１０条第２項（第１４条第２項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第１６条第５項において準用する職業安定法第５０条第１項の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者 

三 第１６条第５項において準用する職業安定法第５０条第２項の規定による立入り若し

くは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽

の陳述をした者 

四 第１６条第５項において準用する職業安定法第５１条第１項の規定に違反して秘密を

漏らした者 

第３８条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、第３４条、第３６条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第３９条 第３０条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、２０万円以下の

過料に処する。 

 

附 則 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第３章（第７条を除く。）、第５章（第

２８条を除く。）及び第６章（第３０条を除く。）の規定並びに附則第５条の規定は、平成

２８年４月１日から施行する。 

（この法律の失効） 

第２条 この法律は、平成３８年３月３１日限り、その効力を失う。 

２ 第２２条第３項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り

得た秘密については、同条第４項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかか

わらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第２８条

の規定（同条に係る罰則を含む。）は、第１項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、

なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第１項の規

定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第３条 前条第２項から第４項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経

過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後３年を経過した場合において、この法律の施行の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則（平成２９年３月３１日法律第１４号）  抄 
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（施行期日） 

第１条 この法律は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第１条中雇用保険法第６４条の次に１条を加える改正規定及び附則第３５条の規定 

公布の日 

二及び三 略 

四 第２条中雇用保険法第１０条の４第２項、第５８条第１項、第６０条の２第４項、第

７６条第２項及び第７９条の２並びに附則第１１条の２第１項の改正規定並びに同条第

３項の改正規定（「１００分の５０を」を「１００分の８０を」に改める部分に限る。）、

第４条の規定並びに第７条中育児・介護休業法第５３条第５項及び第６項並びに第６４

条の改正規定並びに附則第５条から第８条まで及び第１０条の規定、附則第１３条中国

家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第１０条第１０項第５号の改正規定、

附則第１４条第２項及び第１７条の規定、附則第１８条（次号に掲げる規定を除く。）の

規定、附則第１９条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８

号）第３８条第３項の改正規定（「第４条第８項」を「第４条第９項」に改める部分に限

る。）、附則第２０条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和５１年法律第３３

号）第３０条第１項の表第４条第８項の項、第３２条の１１から第３２条の１５まで、

第３２条の１６第１項及び第５１条の項及び第４８条の３及び第４８条の４第１項の項

の改正規定、附則第２１条、第２２条、第２６条から第２８条まで及び第３２条の規定

並びに附則第３３条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 平成３０年１月１日 

（罰則に関する経過措置） 

第３４条 この法律（附則第１条第４号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にし

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第３５条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。 

附 則（令和元年６月５日法律第２４号）  抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第３条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律第４条の改正規定並びに次条及び附則第６条の規定 公布の日 

二 第２条の規定 公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第５条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第６条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で

定める。 
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（検討） 

第７条 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律による改正後の

規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて

所要の措置を講ずるものとする。 

附 則（令和４年３月３１日法律第１２号）  抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第２条中職業安定法第３２条及び第３２条の１１第１項の改正規定並びに附則第２８

条の規定 公布の日 

二 略 

三 第１条中雇用保険法第１０条の４第２項及び第５８条第１項の改正規定、第２条の規

定（第１号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定（「第４８条」を「第４

７条の３」に改める部分に限る。）、同法第５条の２第１項の改正規定及び同法第４章中

第４８条の前に１条を加える改正規定を除く。）並びに第３条の規定（職業能力開発促進

法第１０条の３第１号の改正規定、同条に１項を加える改正規定、同法第１５条の２第

１項の改正規定及び同法第１８条に１項を加える改正規定を除く。）並びに次条並びに附

則第５条、第６条及び第１０条の規定、附則第１１条中国家公務員退職手当法第１０条

第１０項の改正規定、附則第１４条中青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和４５年

法律第９８号）第４条第２項及び第１８条の改正規定並びに同法第３３条の改正規定（「、

第１１条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるの

は「国土交通省令」と、「職業安定法第５条の５第１項」とあるのは「船員職業安定法第

１５条第１項」と」を削る部分を除く。）並びに附則第１５条から第２２条まで、第２４

条、第２５条及び第２７条の規定 令和４年１０月１日 

（政令への委任） 

第２８条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で

定める。 

附 則（令和４年６月１７日法律第６８号）  抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第５０９条の規定 公布の日 
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 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

 

平成１３年４月１３日 法律第３１号 

最終改正：令和４年６月１７日 法律第６８号 

 

前文 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等（第２条の２・第２条の３） 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等（第３条―第５条） 

第３章 被害者の保護（第６条―第９条の２） 

第４章 保護命令（第１０条―第２２条） 

第５章 雑則（第２３条―第２８条） 

第５章の２ 補則（第２８条の２） 

第６章 罰則（第２９条・第３０条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男

女平等の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかか

わらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被

害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加え

ることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴

力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に

対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することに

より、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（定義） 

第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身

体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又は

これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第２８条の２において「身

体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、

その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者

から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ 
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３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情

にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第２条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支

援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び

次条第５項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第１項及び第３項において「基

本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第１項の都道府県基本計画及び同条

第３項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事

項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係

行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都

道府県基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事

項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘

案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実

施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう

努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
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５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成

のために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当

該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支

援センターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次

に掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談

を行う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指

導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。

次号、第６号、第５条、第８条の３及び第９条において同じ。）の緊急時における安全の

確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に

関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助

を行うこと。 

五 第４章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連

絡その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連

絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第３号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を

満たす者に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるも

のとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第４条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第５条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

 

第３章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第６条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。
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以下この章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援

センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷

し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援セ

ンター又は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重する

よう努めるものとする。 

３ 刑法（明治４０年法律第４５号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の

規定は、前２項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷

し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談

支援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第７条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、

必要に応じ、被害者に対し、第３条第３項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行

う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨する

ものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第８条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法

（昭和２９年法律第１６２号）、警察官職務執行法（昭和２３年法律第１３６号）その他の

法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による

被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第８条の２ 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除

く方面については、方面本部長。第１５条第３項において同じ。）又は警察署長は、配偶者

からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助

を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受

けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止する

ための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助

を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第８条の３ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に定める福祉に関する事務所（次条に

おいて「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）、児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９

号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都

道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、そ
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の適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第９条の２ 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から

苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第４章 保護命令 

（保護命令） 

第１０条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命

又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受

けた者に限る。以下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者

である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する

暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当

該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第１２条第１項第２号におい

て同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶

者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者

が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引

き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な

危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身

体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された

場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第３号及び第４号並びに第１

８条第１項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、

第２号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠

を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して６月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の

本拠としている住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の

身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をは

いかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して２月間、被害者と共に生活の本拠としている住居

から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第１号の規定による命令を発する裁判所又は発

した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止

するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力

が生じた日から起算して６月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるい

ずれの行為もしてはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置く

こと。 
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三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、

ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後１０時から午前６時までの間に、電話をかけ、フ

ァクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又

はその知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞
しゅう

恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性

的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこ

と。 

３ 第１項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び

次項並びに第１２条第１項第３号において単に「子」という。）と同居しているときであっ

て、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があ

ることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされる

ことを防止するため必要があると認めるときは、第１項第１号の規定による命令を発する

裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられ

ることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ

る命令の効力が生じた日から起算して６月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配

偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校

その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その

他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただ

し、当該子が１５歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第１項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活に

おいて密接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除

く。以下この項及び次項並びに第１２条第１項第４号において「親族等」という。）の住居

に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被

害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必

要があると認めるときは、第１項第１号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日

から起算して６月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本

拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の

身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近を

はいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の１５歳未満の子を除く。以下この項において同

じ。）の同意（当該親族等が１５歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その

法定代理人の同意）がある場合に限り、することができる。 
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（管轄裁判所） 

第１１条 前条第１項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に

住所がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に

属する。 

２ 前条第１項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所に

もすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた

地 

（保護命令の申立て） 

第１２条 第１０条第１項から第４項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の

申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた

後の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるお

それが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第１０条第３項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居

している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命

令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第１０条第４項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族

等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発す

る必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項につい

て相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に

掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第５号イからニまでに掲げる事項の記載が

ない場合には、申立書には、同項第１号から第４号までに掲げる事項についての申立人の

供述を記載した書面で公証人法（明治４１年法律第５３号）第５８条ノ２第１項の認証を

受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第１３条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものと

する。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第１４条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なけれ
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ば、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立て

の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第１２条第１項第５号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判

所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又

は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書

面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は

当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは

所属官署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に

対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第１５条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、

口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋

の期日における言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住

所又は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第１２

条第１項第５号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やか

に、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談

支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが 2 以上ある

場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が

最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第１６条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情が

あることにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告につい

ての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の

記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第１０条第１項第１号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合に

おいて、同条第２項から第４項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、

当該命令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第１０条第１項第１号の規定による命令を取り消す場合において、同条第

２項から第４項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令
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をも取り消さなければならない。 

７ 前条第４項の規定による通知がされている保護命令について、第３項若しくは第４項の

規定によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判

所書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センタ

ーの長に通知するものとする。 

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消し

た場合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第１７条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場

合には、当該保護命令を取り消さなければならない。第１０条第１項第１号又は第２項か

ら第４項までの規定による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起

算して３月を経過した後において、同条第１項第２号の規定による命令にあっては当該命

令が効力を生じた日から起算して２週間を経過した後において、これらの命令を受けた者

が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したと

きも、同様とする。 

２ 前条第６項の規定は、第１０条第１項第１号の規定による命令を発した裁判所が前項の

規定により当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第１５条第３項及び前条第７項の規定は、前２項の場合について準用する。 

（第１０条第１項第２号の規定による命令の再度の申立て） 

第１８条 第１０条第１項第２号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の

申立ての理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とす

る同号の規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の

本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由

により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して２月を経過する日までに当該住

居からの転居を完了することができないことその他の同号の規定による命令を再度発する

必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、

当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、

当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第１２条の規定の適用については、同条第１項各号列

記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第１号、第２号及び第５号に掲げる事項

並びに第１８条第１項本文の事情」と、同項第５号中「前各号に掲げる事項」とあるのは

「第１号及び第２号に掲げる事項並びに第１８条第１項本文の事情」と、同条第２項中「同

項第１号から第４号までに掲げる事項」とあるのは「同項第１号及び第２号に掲げる事項

並びに第１８条第１項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第１９条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の

閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の

交付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭
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弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の

送達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第２０条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は

公証人がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方

法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第１２条第２項（第１８条第２項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第２１条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、そ

の性質に反しない限り、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第２２条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高

裁判所規則で定める。 

 

第５章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第２３条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次

項において「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、

その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重

するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等

に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第２４条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるた

めの教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第２５条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、

加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関す

る調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとす

る。 

（民間の団体に対する援助） 

第２６条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための

活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第２７条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用

（次号に掲げる費用を除く。） 

二 第３条第３項第３号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第４項に規定す
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る厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認め

る者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第 4 条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支

弁しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第２８条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第１項の規定により支弁した

費用のうち、同項第１号及び第２号に掲げるものについては、その１０分の５を負担する

ものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の１０分の５以内を補助すること

ができる。 

一 都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同項第３号及び第４号に掲

げるもの 

二 市が前条第２項の規定により支弁した費用 

 

第５章の２ 補則 

（この法律の準用） 

第２８条の２ 第２条及び第１章の２から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚

姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある

相手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある

相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあって

は、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を

受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」と

あるのは「第２８条の２に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の

表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。 

第２条 被害者 被害者（第２８条の２に規

定する関係にある相手から

の暴力を受けた者をいう。

以下同じ。） 

第６条第１項 配偶者又は配偶者であっ

た者 

同条に規定する関係にある

相手又は同条に規定する関

係にある相手であった者 
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第１０条第１項から第４項ま

で、第１１条第２項第２号、第

１２条第１項第１号から第４

号まで及び第１８条第１項 

配偶者 第２８条の２に規定する関

係にある相手 

第１０条第１項 離婚をし、又はその婚姻

が取り消された場合 

第２８条の２に規定する関

係を解消した場合 

 

第６章 罰則 

第２９条 保護命令（前条において読み替えて準用する第１０条第１項から第４項までの規

定によるものを含む。次条において同じ。）に違反した者は、１年以下の懲役又は１００万

円以下の罰金に処する。 

第３０条 第１２条第１項（第１８条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

又は第２８条の２において読み替えて準用する第１２条第１項（第２８条の２において準

用する第１８条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載す

べき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、１０万円

以下の過料に処する。 

 

附 則  抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。ただし、第２

章、第６条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第７条、第９条（配偶者暴

力相談支援センターに係る部分に限る。）、第２７条及び第２８条の規定は、平成１４年４

月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 平成１４年３月３１日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する

暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護

命令の申立てに係る事件に関する第１２条第１項第４号並びに第１４条第２項及び第３項

の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、

「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第３条 この法律の規定については、この法律の施行後３年を目途として、この法律の施行

状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとす

る。 

附 則（平成１６年６月２日法律第６４号） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害
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者の保護に関する法律（次項において「旧法」という。）第１０条の規定による命令の申立

てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第１０条第２号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となっ

た身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由

とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

（以下「新法」という。）第１０条第１項第２号の規定による命令の申立て（この法律の施

行後最初にされるものに限る。）があった場合における新法第１８条第１項の規定の適用に

ついては、同項中「２月」とあるのは、「２週間」とする。 

（検討） 

第３条 新法の規定については、この法律の施行後３年を目途として、新法の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則（平成１９年７月１１日法律第１１３号）  抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律第１０条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に

関する事件については、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年７月３日法律第７２号）  抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。 

附 則（平成２６年４月２３日法律第２８号）  抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第２条並びに附則第３条、第７条から第１０条まで、第１２条及び第１５条から第１

８条までの規定 平成２６年１０月１日 

附 則（令和元年６月２６日法律第４６号）  抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第４条、第７条第１項及び第８条の規定 公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第４条 前２条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

（検討等） 

第８条 政府は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行後３年を目途に、配偶者からの暴力
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の防止及び被害者の保護等に関する法律第６条第１項及び第２項の通報の対象となる同条

第１項に規定する配偶者からの暴力の形態並びに同法第１０条第１項から第４項までの規

定による命令の申立てをすることができる同条第１項に規定する被害者の範囲の拡大につ

いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行後３年を目途に、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律第１条第１項に規定する配偶者からの暴力に係る加害

者の地域社会における更生のための指導及び支援の在り方について検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則（令和４年５月２５日法律第５２号）  抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 次条並びに附則第３条、第５条及び第３８条の規定 公布の日 

（政令への委任） 

第３８条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で

定める。 

 

附 則（令和４年６月１７日法律第６８号）  抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号の定める日から施行する。 

一 第５０９条の規定 公布の日 
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 防府市男女共同参画推進条例 

 

平成２５年１２月２７日 条例第３９号 

 

防府市は、瀬戸内の温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、古くは周防の国府が置かれ交通の

要衝でもありました。また、あまたの人材を輩出し、歴史の上でも重要な役割を果たしてき

ました。 

こうして育まれてきた歴史や文化、伝統を受け継ぎ、更なる飛躍と発展に向けたまちづく

りを進めていくためには、全ての人が性別に関わりなく個人として尊重され、自らの意思に

よって多様な生き方を選択し、その個性と能力を発揮することができる男女共同参画社会の

実現が不可欠です。 

本市はこれまでも男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画の推進に積極的に取り

組んできましたが、男女の不平等感や自由な活動の選択を妨げる要因も根強く、いまだ多く

の課題が残されています。 

これらの課題を解消し、市や市民、事業者、教育に携わる者が協働して男女共同参画社会

の早期の実現を決意し、この条例を制定します。 

 

(目的) 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進についての基本理念を定め、市、市民、事業者及

び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、市の男女共同参画に関する施策の基本

となる事項を定めることにより、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画し、かつ、共に責任を担うことをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善する

ため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供す

ることをいう。 

三 市民 市内に住所を有する者又は市内で働き、若しくは学ぶ者をいう。 

四 事業者 市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体(国及び地方公共団体を

除く。)及び市内で事業を営む個人をいう。 

五 教育に携わる者 市内において学校教育、社会教育その他の生涯にわたる教育の分野

において 教育活動を行う者をいう。 

(基本理念) 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。 

４ 
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一 男女の個人としての尊厳が重んじられるとともに、性別による差別的取扱いを受けな

いこと、及び男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること。 

二 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映し、男女の社会

における活動の自由な選択を妨げることがないよう配慮されること。 

三 男女が社会の対等な構成員として、市の施策又は民間の団体における方針の立案及び

決定に共同して参画する機会が確保されること。 

四 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、子の養育、家族の介

護その他の家庭生活における活動及び就業その他の社会における活動を両立して行うこ

とができるよう配慮されること。 

五 妊娠、出産その他の生殖に関する事項に関し、男女が互いの意思を尊重すること、及

び生涯にわたり互いに健康な生活を営むことについて配慮されること。 

六 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、

男女共同参画の推進は国際社会並びに国及び県の動向を勘案して行うこと。 

(市の責務) 

第４条 市は、前条に規定する男女共同参画の推進についての基本理念(以下「基本理念」と

いう。)にのっとり、男女共同参画に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総

合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

(市民の責務) 

第５条 市民は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念に

のっとり、男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画に関する施

策に協力するよう努めるものとする。 

(事業者の責務) 

第６条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努め

るとともに、市が実施する男女共同参画に関する施策に協力するよう努めなければならな

い。 

(教育に携わる者の責務) 

第７条 教育に携わる者は、男女共同参画社会の実現に果たす教育の重要性に鑑み、基本理

念にのっとり、男女共同参画の推進に配慮した教育を行うよう努めなければならない。 

(性別による差別的取扱いの禁止等) 

第８条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる

行為を行ってはならない。 

一 性別による差別的取扱い 

二 セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる性的な言動をいう。) 

三 配偶者等に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為 

(基本計画) 

第９条 市長は、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同

参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。 

2 市長は、基本計画を策定するに当たっては、防府市男女共同参画審議会の意見を聴くとと
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もに、あらかじめ市民の意見を反映できるよう適切な措置を講じなければならない。 

3 市長は、基本計画を策定したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。 

4 前３項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

(施策の策定等における配慮) 

第１０条 市は、施策の策定及び実施に当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものと

する。 

(情報の収集及び分析) 

第１１条 市は、男女共同参画に関する施策の策定に必要な情報を収集し、及び分析するも

のとする。 

(事業者の報告) 

第１２条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、男女

の就業状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 

(市民等の理解を深めるための措置) 

第１３条 市は、男女共同参画の推進について、市民、事業者及び教育に携わる者の理解を

深めるため、啓発活動、学習機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(市民等の活動に対する支援) 

第１４条 市は、市民、事業者又は教育に携わる者が行う男女共同参画の推進に関する活動

を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(推進体制の整備) 

第１５条 市は、市民、事業者、教育に携わる者並びに国及び県その他の地方公共団体と連

携しつつ、男女共同参画に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとす

る。 

(施策の実施状況等の公表) 

第１６条 市長は、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画に関する施策の実施の状況

を公表するものとする。 

(相談、苦情等への対応) 

第１７条 市長は、市民又は事業者から次に掲げる申出があったときは、関係機関と連携協

力して、適切に対応するものとする。 

一 男女共同参画の推進を阻害する問題についての相談等 

二 市が実施する男女共同参画に関する施策についての苦情、意見等 

三 市が実施する男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情、

意見等 

2 市長は、前項の申出に適切に対応するため特に必要があると認められるものについては、

防府市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。 

(防府市男女共同参画審議会) 

第１８条 男女共同参画に関する施策及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる

施策並びに市長が必要と認める事項について審議し、又は意見を述べるため、防府市男女

共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 
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2 審議会は、委員１５人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

一 関係団体を代表する者 

二 学識経験を有する者 

三 公募の手続により決定した者 

3 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

4 委員は、再任されることができる。 

(委任) 

第１９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定

める。 

 

附 則  抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際現に策定されている防府市男女共同参画推進計画は、第 9 条の規定に

より策定された基本計画とみなす。 

(防府市男女共同参画審議会委員の委嘱に係る特例) 

3 この条例の施行の日以後最初に委嘱される審議会の委員(以下「新委員」という。)は、第

１８条第２項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に防府市男女共同参画審議会設

置要綱第２条第２項の規定により委員として委嘱されている者をもって充てる。この場合

において、新委員の任期は、第１８条第３項本文の規定にかかわらず、平成２７年１月３

１日までとする。 

 



第３章 法令等 

77 

 防府市男女共同参画審議会規則 

 

平成２６年４月１日 規則第２２号の２ 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、防府市男女共同参画推進条例（平成２５年防府市条例第３９号）第１

８条の規定により設置する防府市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）の組織及

び運営について必要な事項を定めるものとする。 

（会長及び副会長） 

第２条 審議会に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたと

きはその職務を行う。 

（会議） 

第３条 審議会の会議（以下単に「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。た

だし、会長の任期満了後最初に行われる会議は、市長が召集するものとする。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（庶務） 

第４条 審議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に

諮って定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

５ 
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 防府市男女共同参画推進本部設置要綱 

 

平成１０年７月２１日制定 

 

（目的及び設置） 

第１条 男女共同参画社会の実現をめざし、本市における男女共同参画関連施策の総合的、

計画的推進を図るため、防府市男女共同参画推進本部（以下「推進本部」という。）を設置

する。 

（所掌事項） 

第２条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）男女共同参画社会形成に関する施策の総合的、計画的推進に関すること 

（２）男女共同参画社会形成に関する施策の連絡調整に関すること 

（３）その他本部長が必要と認める事項に関すること 

（組織） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長、参与及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、市長をもって充てる。 

３ 副本部長は、副市長をもって充てる。 

４ 参与は、教育長をもって充てる。 

５ 本部員は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（職務） 

第４条 本部長は、推進本部を統括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 推進本部の会議は、本部長が招集する。 

２ 前項の会議の議長は、本部長をもって充てる。 

（幹事会） 

第６条 推進本部に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、本部長の命を受け、推進本部の事務を処理する。 

３ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。 

４ 幹事長は、健康福祉部長をもって充てる。 

５ 副幹事長は、健康福祉部次長をもって充てる。 

６ 幹事は、別表２に掲げる職にある者をもって充てる。 

７ 幹事長は、幹事会を総括する。 

８ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。 

９ 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集し、その議長となる。 

（ワーキング・グループ） 

第７条 幹事長は、必要に応じて幹事会にワーキング・グループを置くことができる。 

６ 
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２ ワーキング・グループの構成員は、幹事が推薦する所属職員をもって充てる。 

３ ワーキング・グループは、第２条第１号及び第３号に掲げる事項について調査研究する。 

（庶務） 

第 8 条 推進本部の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は本部長が別に

定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１０年７月２１日から施行する。 

２ 防府市男女共同参画推進協議会設置要綱（平成６年７月１日制定）は、廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１３年４月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１４年７月１９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 
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この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

 

別表１ 

総務部長 総合政策部長 地域交流部長 生活環境部長 健康福祉部長 産業振興部長 

土木都市建設部長 議会事務局長 教育委員会教育部長 消防長 上下水道局次長 

 

別表２ 

総務部 

総合政策部 

地域交流部 

生活環境部 

健康福祉部 

 

産業振興部 

土木都市建設部 

議会事務局 

農業委員会事務局 

消防本部 

教育委員会教育部 

行政管理課長 防災危機管理課長 人事課長 

政策推進課長 広報広聴課長  

地域振興課長 文化・スポーツ課長 おもてなし観光課長 

市民課長 保険年金課長 生活安全課長 クリーンセンター所次長 

健康福祉部次長 障害福祉課長 高齢福祉課長 子育て支援課長  

社会福祉課長 健康増進課長 

農林水産振興課長 農林漁港整備課長 商工振興課長  

都市計画課長 建築課長 

議会事務局次長 

農業委員会事務局長 

消防総務課長 

教育総務課長 学校教育課長 生涯学習課長 
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